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(平成 27年 4月 10日改定)  

独立行政法人福祉医療機構  

福 祉 医 療 貸 付 部  

平成 23 年（2011年）東日本大震災にかかる 

被災施設等への災害復旧資金の概要（福祉貸付事業） 
 

１．対 象 範 囲 

平成 23年東日本大震災により被災された社会福祉施設等の事業者であって、その旨が確認で

きる被害に関する証明書等（市町村長その他相当の機関が発行したもの）の提出が可能な方を

対象とします。 

但し、上記証明書等の提出が困難な場合であっても融資の対象となる場合がありますので、

別途ご相談ください。 

 

２．融 資 率 

 

貸付金の種類 災害復旧資金 通常 

設置・整備資金 

経 営 資 金 
１００％ ７０～８０％ 

※ 設置・整備資金は１，０００万円まで、経営資金は３，０００万円まで無担保でのご融資が可能です。 

なお、設置・整備資金において、借地にて社会福祉事業を行う施設が、仮設建物または賃借であって

担保提供が困難な場合は、３，０００万円まで無担保でのご融資が可能となります。 

 

３．貸 付 利 率 

   

貸付金の種類 災害復旧資金 

設置・整備資金 無利子 

経 営 資 金 
当初５年間は、無利子となります。6年目以降は償還期間等

によって利率が異なります。 

・貸付利率は、契約締結時点の利率が適用されます。 

・保証人不要制度を利用する場合は利率に 0.05%が上乗せされます。 

（無利子の場合は 0.05％となります。） 

・利率は金利情勢に合わせて見直しますのでお問い合わせください。 

 

 

http://hp.wam.go.jp/Portals/0/docs/gyoumu/fukushikashitsuke/20110502_higashinihonn_jisinn/20111207_syakaifukushishisetsu.pdf


４．償 還 期 間（据 置 期 間） 
 

○設置・整備資金 

 
災害復旧資金 

（二重債務となる方） 
災害復旧資金 通常 

償還期間 最長３９年※ 最長３０年※ 

据置期間 最長３年※ 最長３年※ 

※貸付対象施設等によって異なりますので、詳細はお問い合わせください。 

 

※二重債務となる方とは… 

 東日本大震災以前から施設及び事業を経営するための債務（民間の金融機関からの借

入金を含む）を有し、東日本大震災により施設等が全壊・半壊するなどの被害を受けた

ことにより、災害復旧のため新たに機構からの融資を希望している方です。 

 

◆福祉医療機構からの既往貸付のある方は、こちらもご覧ください。 

○経営資金 

 災害復旧資金 通常 

償還期間 最長１５年 最長１０年 最長５年 

据置期間 最長５年 最長２年 最長６か月 

 

 

貸付条件等の詳細については、お問い合わせ下さい。 

 

（問い合わせ先） 

 

独立行政法人福祉医療機構 福祉医療貸付部 福祉審査課  

ＴＥＬ ０１２０－３４３８－６２※ 

※平日９：００～１７：００の間、受け付けております。 

ＦＡＸ ０３－３４３８－０５８３ 

Ｅ－Ｍａｉｌ: wam_fukushi01@wam.go.jp 
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